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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を搬送する搬送機構と、
　搬送される前記記録媒体の記録領域以上となるように少なくとも１つ以上の記録ヘッド
で構成されたラインヘッドと、
　前記ラインヘッドを保持固定し、複数の底面が円錐面を成す位置決め穴を有するヘッド
保持部材と、
　前記ラインヘッドのメンテナンスを行うメンテナンスユニットと、
　前記メンテナンスユニットを保持し、下面に複数のガイド穴を有するメンテナンスユニ
ット保持部材と、
　前記ラインヘッドと前記メンテナンスユニットとを対向させた状態で、前記メンテナン
スユニット保持部材を前記ヘッド保持部材に向けて移動させる移動機構と、
　前記ヘッド保持部材と対向して前記メンテナンスユニット保持部材を近接させた時に、
該メンテナンスユニット保持部材上で、それぞれの前記位置決め穴と、互いの中心が垂直
下で一致して当接するそれぞれの位置に立設された所定長を有し先端部が半球形を成す位
置決め部と、
　前記位置決め部の先端部が前記位置決め穴の円錐面に沿って摺動して底面で停止した時
に、前記位置決め部の中心と前記記録媒体の記録面に対する垂直方向で一致する中心を有
する前記ガイド穴に嵌入し、対向する前記ヘッド保持部材と前記メンテナンスユニット保
持部材との面どうしが前記所定長による間隔となるように、前記メンテナンスユニット保
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持部材の姿勢を矯正する矯正部と、
　を備えることを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　前記矯正部は、弾性部材を有し、前記弾性部材は、前記移動機構と前記メンテナンスユ
ニット保持部材との間に配設されている、ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装
置。
【請求項３】
　前記矯正部は、弾性部材を有し、前記移動機構は、前記弾性部材を介して前記メンテナ
ンスユニット保持部材を弾性的に保持しながら移動する、ことを特徴とする請求項１、又
は２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記移動機構は、前記搬送機構を前記ラインヘッドによって前記記録媒体に画像記録を
行う記録位置と前記メンテナンスユニットによって前記ラインヘッドのメンテナンスを行
うメンテナンス位置との少なくとも２つの位置に移動させ、前記搬送機構を前記メンテナ
ンス位置に移動させる際、前記メンテナンスユニット保持部材は、弾性部材を有する前記
矯正部を介して前記搬送機構に載置されている、ことを特徴とする請求項１に記載の画像
記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクを吐出して画像記録する記録ヘッドを有する画像記録装置に関し、さ
らに詳細には、記録ヘッドのメンテナンスを行うメンテナンス機構の位置決めに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、インクジェットヘッドを用いた画像記録装置は、インクヘッドのノズルからイ
ンクを吐出して画像記録を行うため、定期的或いは記録回数に応じて、ノズルがインクで
詰まることを防止するためのメンテナンスが必要である。　
　このメンテナンスには、ノズルから残留するインクを吸引してノズルの目詰まりを除去
及び防止する吸引メンテナンス、ノズル面の汚れや吸引メンテナンスにより付着したイン
ク滴を除去するためのワイピングメンテナンス、専用に設けたインク受けに強制的にイン
クを吐出させるスピッティングメンテナンス等がある。例えば、特許文献１には、図１３
（ａ），（ｂ）に示すようなメンテナンス装置が開示されている。
【０００３】
　このメンテナンス装置においては、用紙搬送方向（Ｘ方向）に沿って配置される４つの
記録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄからなる記録ヘッド部７１が設けられる。記
録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄは、用紙搬送方向と直交する方向（Ｙ方向）に
インクを吐出するための多数のノズルが直線的に配置されたノズル列が設けられている。
これらのノズル列は、記録用紙の幅以上の長さを有している。
【０００４】
　それぞれの記録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄには、メンテナンスするための
キャップ（ワイピングブレード含む）７２及びオイルパン７３を備える回復処理装置（メ
ンテナンス装置７４）が設けられている。これらのキャップ７２及びオイルパン７３は、
図１３（ａ）に示すように、画像形成時には記録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄ
間に設けられた収納スペースに退避されている。メンテナンス時には、図示しない移動機
構によって記録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄ間から下降しスライドするように
取り出されて、各記録ヘッドのノズル列とメンテナンス用のキャップ７２とが対向する。
【０００５】
　その後、図１３（ｂ）に示すように、プラテン機構７５の２本１組のアーム７６を回動
させることにより、メンテナンス装置７４のフレームごとプラテン機構７５を上昇させて
、記録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄのそれぞれにキャップ７２を当接し、メン
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テナンスを実行する。メンテナンスが終了した後、プラテン機構７５を下降することによ
り、各キャップ７２を記録ヘッド７１部から離間させて、メンテナンス装置７４を下降さ
せ、移動機構によって記録ヘッド７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄ間の収納スペースに収
納する。　
【特許文献１】特開２００５－１１９３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述した特許文献１において、メンテナンス装置の昇降は、単にプラテン機構７５の搬
送ベルト上に載置されて上昇されている。従って、メンテナンス装置の高さ位置の精度は
、搬送ベルトの高さ位置の精度に左右される。
【０００７】
　画像記録装置は、設計仕様に基づき指定された平坦性や水平度を有していない場所に設
置されて長期稼働した場合、即ち装置フレームに片寄った負荷が掛かった状態で長時間稼
働させると、装置フレームに歪みが発生する虞がある。または、アーム７６を回動させる
ために、駆動源となるモータ等による駆動力を伝える駆動伝達手段、例えば、ギアやワイ
ヤロープによる伝達機構を用いた構成であれば、調整残差や部材の経時的な変形等によっ
ても、アーム７６を支持するフレーム本体に歪みが発生する虞がある。
【０００８】
　前述したように、プラテン機構７５は、２つのアーム７６の回動によって昇降されてい
る構成となっている。フレーム本体の歪みは、回動中心位置７７の支持点の高さに影響を
与える。
【０００９】
　この支持点の高さが変化すると、上昇時に支持されるプラテン機構の上昇位置が変化し
て、複数のアームを用いた場合には、水平が失われて傾き等が発生する。その結果、メン
テナンス装置のキャップ７２が適正に記録ヘッド部７１に当接できなくなる。例えば、用
紙搬送方向の上流側と下流側で高さに差があると、メンテナンス装置に搭載されたキャッ
プがノズル列に対して適正に宛がわれない箇所が発生する。この状態で、インクを吐出さ
せるとキャップ７２からインクがこぼれ落ちたり、又は、ワイピングを行うと、ワイピン
グブレードがノズル面を適正にワイピングせず、ノズル面のインク滴による汚れが残って
しまう問題が発生する。さらに、回動中心位置７７の支持点が大きく位置ずれした場合に
は、メンテナンスされない記録ヘッド部７１が発生することとなる。
【００１０】
　そこで本発明は、記録ヘッドに適正にメンテナンス機構を宛がうことができる画像記録
装置を提供することを目的とする。
　
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　上記目的を達成するために、本発明の画像記録装置は、記録媒体を搬送する搬送機構
と、搬送される前記記録媒体の記録領域以上となるように少なくとも１つ以上の記録ヘッ
ドで構成されたラインヘッドと、前記ラインヘッドを保持固定し、複数の底面が円錐面を
成す位置決め穴を有するヘッド保持部材と、前記ラインヘッドのメンテナンスを行うメン
テナンスユニットと、前記メンテナンスユニットを保持し、下面に複数のガイド穴を有す
るメンテナンスユニット保持部材と、前記ラインヘッドと前記メンテナンスユニットとを
対向させた状態で、前記メンテナンスユニット保持部材を前記ヘッド保持部材に向けて移
動させる移動機構と、前記ヘッド保持部材と対向して前記メンテナンスユニット保持部材
を近接させた時に、該メンテナンスユニット保持部材上で、それぞれの前記位置決め穴と
、互いの中心が垂直下で一致して当接するそれぞれの位置に立設された所定長を有し先端
部が半球形を成す位置決め部と、前記位置決め部の先端部が前記位置決め穴の円錐面に沿
って摺動して底面で停止した時に、前記位置決め部の中心と前記記録媒体の記録面に対す
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る垂直方向で一致する中心を有する前記ガイド穴に嵌入し、対向する前記ヘッド保持部材
と前記メンテナンスユニット保持部材との面どうしが前記所定長による間隔となるように
、前記メンテナンスユニット保持部材の姿勢を矯正する矯正部とを備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、記録ヘッドに適正にメンテナンス機構を宛がうことができる画像記録
装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１は、画像記録装置と本発明に係る画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決
め機構との関係を示すブロック構成図である。図２は、画像記録装置の配置図である。図
３は、図１に示す画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構おける外観構成
を斜め上方から見た斜視図である。図４は、図３に示す画像記録装置が備えるメンテナン
ス機構の位置決め機構において、各構成部位に分離した状態を示す分解斜視図である。図
５は、画像記録部を吐出面側から見た外観構成を示す図である。図６は、記録ヘッドの外
観構成を示す図である。図７は、メンテナンス機構の一部構成を詳細に示す図である。図
８は、矯正機構における弾性保持部材の外観図である。
【００１４】
　以下の実施形態で説明する図面において、記録媒体の搬送方向をＸ軸方向（副走査方向
）、この搬送方向に水平に直交する方向を記録媒体幅方向又はＹ軸方向（主走査方向）、
記録媒体の記録面又は搬送ベルト面と垂直に直交する方向をＺ軸方向又は上下方向として
説明する。
【００１５】
　本実施形態の画像記録装置１には、複数の記録媒体を収納し、供給する記録媒体供給機
構２と、制御部３と、画像記録された記録媒体を収容する記録媒体収容機構４と、さらに
本発明のメンテナンス機構の位置決め機構１１と、を備えている。
【００１６】
　この画像記録装置１の制御部３は、記録媒体供給機構２及び記録媒体収容機構４をそれ
ぞれ制御すると共に、本発明のメンテナンス機構の位置決め機構１１も制御する。
【００１７】
　本発明のメンテナンス機構の位置決め機構１１は、記録ヘッド１３を支持固定する記録
ヘッド支持部材１４を備える画像記録部１２と、案内機構１５と、メンテナンス機構１６
と、矯正機構１７と、搬送機構１８と、上下移動機構１９と、を備えている。
【００１８】
　次に、制御部を除く画像記録装置の配置図について図２を参照しながら説明する。
【００１９】
　画像記録装置１は、搬送経路上の最上流側に記録媒体供給機構２、その下流側に画像記
録部１２と、案内機構１５と、メンテナンス機構１６と、矯正機構１７と、搬送機構１８
及び上下移動機構１９、さらにその下流側に記録媒体収容機構４が配設されている。
【００２０】
　記録媒体供給機構２における媒体トレイ４２には、複数の記録媒体４１が収納され、媒
体トレイ４２の上部に設けられたピックアップローラ４３によって記録媒体４１を１枚ず
つ供給する。ピックアップローラ４３によって供給された記録媒体４１は、レジストレー
ションローラ対４４に一旦当接させて傾き（搬送方向に対して斜め方向のずれ）を無くし
、搬送方向に沿うように修正し、供給ローラ対４５により、記録媒体４１を搬送機構１８
側へ搬送する。
【００２１】
　搬送された記録媒体４１は、上下移動機構１９により画像記録位置に上昇した搬送機構
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１８上を搬送され、画像記録部１２により画像記録が行われ、記録媒体収容機構４側へ搬
送される。
【００２２】
　画像記録部１２は、記録ヘッド１３を記録媒体４１の搬送方向と直交する方向に記録媒
体４１の幅に亘ってラインヘッド（記録ヘッド群）２１を形成し、搬送方向の上流側から
下流側にブラック、シアン、マゼンダ、イエローの４色の色別のインク液を吐出するライ
ンヘッド２１Ｋ、２１Ｃ、２１Ｍ、２１Ｙが所定の間隔で記録ヘッド支持部材１４によっ
て支持されている。
【００２３】
　また、メンテナンス機構１６は、画像記録時に影響を及ぼさない位置に退避収納され、
案内機構１５は、画像記録部１２とメンテナンス機構１６との間に設けられ、矯正機構１
７は、搬送機構１８とメンテナンス機構１６との間に設けられている。
【００２４】
　記録媒体収容機構４は、記録媒体４１の搬送方向において、収容トレイ５３の上流側に
、画像記録された記録媒体４１を収容トレイ５３へ搬送するための排出部搬送ローラ５４
と、排出部排出ローラ５５とが設けられている。
【００２５】
　次に、本発明の画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構における各構成
の詳細について図３乃至図８を参照しながら説明する。
【００２６】
　上下移動機構１９は、図３及び図４に示すように、下端を支点として回動可能な４本の
アーム１９Ａにより構成され、Ｙ軸方向の２つのアーム１９Ａが連結部材により連結され
た２組の回動アーム部を有している。これらの回動アーム部は、図示しない駆動機構とモ
ータにより回動され、アーム１９Ａのアーム先端部１９Ｂで支持する搬送機構１８をＺ軸
方向に昇降移動させる。この搬送機構１８の昇降移動により、後述するメンテナンス機構
１６を昇降させている。
【００２７】
　搬送機構１８は、図３及び図４に示すように、プラテン外装フレーム５２にベルトプラ
テン部４０と無端ベルト５１とが取り付けられ、一体となって構成されている。ベルトプ
ラテン部４０には、搬送中の記録媒体４１に対する吸引機能を有する図示しないファンが
設けられている。また、無端ベルト５１は、無数の孔が設けられた帯状のベルトであり、
複数のベルトローラに巻回されて回転可能となっている。また、プラテン外装フレーム５
２には、後述する矯正機構１７の弾性保持部材１７Ａがプラテン外装フレーム５２上で水
平（記録媒体の記録面と平行又は記録ヘッドによる画像記録面と平行）が取れるように三
角形を成す位置の３箇所に設けられている。
【００２８】
　画像記録部１２は、図３及び図４に示すように、記録ヘッド１３と当該記録ヘッドを支
持する記録ヘッド支持部材１４とで構成されている。記録ヘッド１３は、図６に示すよう
に、画像記録のためにインクを吐出する部位をノズル１３Ａ、複数のノズル１３Ａが列状
に配置された状態をノズル列１３Ｂ、ノズル列１３Ｂが設けられた面をノズル面１３Ｃ、
ノズル面とその周辺部（ヘッドフレーム面）をノズル形成領域（又はインク吐出面）１３
Ｄと称す。記録ヘッド１３は、使用する記録媒体の幅以上の長さを有したノズル列で１つ
の記録ヘッドを構成してもよいし、本実施形態の図５に示すような記録媒体の幅以下の長
さのノズル列が設けられた短尺な記録ヘッドを記録ヘッド支持部材１４に複数配設し、記
録媒体の幅以上になるようにラインヘッド（又は記録ヘッド群）２１を形成してもよい。
　
　また、記録ヘッド１３は、１列のノズル列の記録ヘッドを、平行になるように２つ重ね
合わせて一体的に構成したヘッドユニットとしてもよい。また、２つに限らず、複数のノ
ズル列となるように複数の記録ヘッドを一体的に重ね合わせても良い。また、１つの記録
ヘッドがノズル面に複数列のノズル列を有していてもよい。
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【００２９】
　図５に示す構成では、画像記録幅に対して短尺な記録ヘッド１３を２つ重ね合わせて一
体的に構成したヘッドユニットをＹ軸方向に沿って千鳥に配設することで、記録媒体の幅
以上のラインヘッド２１を確保している。この構成では、少なくともインクの色数分に、
４グループのラインヘッド２１（２１Ｋ，２１Ｃ，２１Ｍ，２１Ｙ）にブロック分割され
て、記録媒体の搬送方向に対して等間隔にスペースＳを空けて記録ヘッド支持部材１４上
に配設される。勿論、これに限定されるものではなく、設計に応じて適宜、個数及び配置
形態は変更することができる。例えば、本実施形態では、４色のインクを用いているため
、４ブロック分割であるが、５色であれば５ブロック分割でもよいし、同じ色を複数のブ
ロックに分割してもよい。
【００３０】
　さらに、記録ヘッド支持部材１４には、後述する案内機構１５の突起部材１５Ａが嵌通
する嵌通孔１５Ｂと、この嵌通孔１５Ｂの近傍に、所定の深さで底部が円錐面を成す位置
決め穴１５Ｃが設けられている。
【００３１】
　また、記録ヘッド支持部材１４は、図３に示すように記録ヘッド１３がインクを適正に
下方（Ｚ軸方向）に吐出するように、図示しない装置フレームに吊り下げられて固定され
ている。
【００３２】
　メンテナンス機構１６は、図３及び図４に示すように、メンテナンスユニット支持部材
１６Ａと、メンテナンス機構用フレーム１６Ｂと、メンテナンスユニット１６Ｃとで構成
されている。
【００３３】
　メンテナンスユニット支持部材１６Ａは、メンテナンスユニット１６Ｃを載置支持して
いる。尚、メンテナンスユニット支持部材１６Ａには、後述する案内機構１５の突起部材
１５Ａが、三角形を成す位置の３箇所に設けられている。
【００３４】
　メンテナンス機構用フレーム１６Ｂは、サイドフレーム１６Ｂ１と、昇降フレーム１６
Ｂ２と、連結部材１６Ｂ５とで構成される。サイドフレーム１６Ｂ１には、メンテナンス
ユニット支持部材１６ＡをＸ軸方向（副走査方向）に移動可能に保持する保持部材１６Ｂ
６と、記録ヘッド支持部材１４（記録ヘッド１３）と平行になるスリット１６Ｂ３が一方
のサイドフレーム１６Ｂ１に形成されている。このスリット１６Ｂ３により、メンテナン
スユニット支持部材１６ＡのＸ軸方向への移動を規制している。さらに、サイドフレーム
１６Ｂ１は、装置本体フレーム（図示せず）に固定されている４つの昇降フレーム１６Ｂ
２に昇降可能に支持されている。これらの昇降フレーム１６Ｂ２には、上下方向（Ｚ軸方
向）にスリット１６Ｂ４に形成される。それぞれのサイドフレーム１６Ｂ１及び昇降フレ
ーム１６Ｂ２のスリット１６Ｂ４を重ね合わせてビス等からなる連結部材１６Ｂ５により
嵌着する。
【００３５】
　尚、サイドフレーム１６Ｂ１には、後述する矯正機構１７の受け部材１７Ｂが弾性保持
部材１７Ａと対応する位置に設けられている。
【００３６】
　メンテナンスユニット１６Ｃは、記録ヘッド支持部材１４に固定された記録ヘッド１３
と対向した際に、記録ヘッド１３の各位置と一致するように、オイルパン１６Ｃ１とメン
テナンス吸引部１６Ｃ２とが配置されて構成されている。ここでは、４つにブロック分割
されたメンテナンスユニット１６Ｃ（１６Ｃ－Ｋ、１６Ｃ－Ｃ、１６Ｃ－Ｍ、１６Ｃ－Ｙ
）が設けられている。画像記録時などには、これらのメンテナンスユニット１６Ｃは、ラ
インヘッド２１間に設けられたスペースＳに退避する。
【００３７】
　図７（ａ）は、メンテナンス機構の一部を詳細に示した図である。メンテナンスユニッ
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ト毎に設けたオイルパン１６Ｃ１（１６Ｃ１－Ｋ、１６Ｃ１－Ｃ、１６Ｃ１－Ｍ、１６Ｃ
１－Ｙ）上には、それぞれに、記録ヘッド１３に対応するように配置されたメンテナンス
吸引部１６Ｃ２（１６Ｃ２－１～１６Ｃ２－２４）がＹ軸方向（主走査方向）に移動可能
に備えられている。本実施形態では、記録ヘッド１３を２つ重ね合わせて一体的に構成し
ているため、メンテナンス吸引部は２４個となっているが記録ヘッド毎に設けてもよい。
【００３８】
　このオイルパン１６Ｃ１は、メンテナンスを実施した際に、吐出されたインクが他の構
成部位に飛散しないように回収するために設けられている。
【００３９】
　図７（ｂ）は、メンテナンス吸引部１６Ｃ２（１６Ｃ２－１～１６Ｃ２－２４）の1つ
を拡大した図である。メンテナンス吸引部１６Ｃ２は、インク吸引部３１とキャップ部３
２とで構成されている。
【００４０】
　インク吸引部３１とキャップ部３２とは、同図に示すように一体的に構成されて配置さ
れても、それぞれ別体で配置されてもよい。
【００４１】
　インク吸引部３１は、上面に複数の吸引口３１Ａが設けられ、図示しない吸引ポンプ等
から成る負圧生成部に連結されている。インク吸引部３１は、ノズル面１３Ｃに近接して
対向しつつスライドする際に、吸引口３１Ａからノズル面１３Ｃ上に付着するインクを吸
引する。さらに、インク吸引部３１には、スライド移動時にノズル面１３Ｃを拭き取るた
めのワイパー３１Ｂが取り付けられている。このワイパー３１Ｂは、ゴム等の弾性部材や
樹脂等により形成される。本実施形態では、ゴムを板状に形成し、該ゴム先端をノズル面
１３Ｃに宛てて曲がった状態でスライドさせることで付着しているインクを払拭させてい
る。
【００４２】
　キャップ部３２は、記録ヘッド１３による画像記録が行われていないスタンバイ状態又
は停止状態の時に、記録ヘッド１３のインク吐出面を覆うように宛がわれ、外気を遮断す
る。このキャップ部３２により、ノズル１３Ａの乾燥を防止し、また不用意なインク垂れ
による他の構成部位、例えば、無端ベルト等への汚れを防止することができる。従って、
記録ヘッド１３が駆動している時以外は、キャップ部３２でインク吐出面を覆うことが好
ましい。
【００４３】
　尚、インク吸引部３１で吸引したインクとオイルパン１６Ｃ１で回収したインクは、図
示しない廃液タンクに回収されている。
【００４４】
　案内機構１５は、図３及び図４に示すように、メンテナンスユニット支持部材１６Ａに
設けられ突起部材１５Ａと、記録ヘッド支持部材１４に設けられた嵌通孔１５Ｂ及び位置
決め穴１５Ｃとで構成されている。
【００４５】
　突起部材１５Ａは、メンテナンス処理実行時に、メンテナンスユニット１６Ｃと記録ヘ
ッド１３（ノズル面）とを適正な位置にするものである。突起部材１５Ａは、例えば円柱
形状を成す突起部１５Ａ１と、その突起部１５Ａ１上面が半球形状を成す位置決め先端部
１５Ａ２とからなる。位置決め先端部１５Ａ２は、硬質な材料により形成され、鏡面処理
が施される。又は、摩擦抵抗が少なくなる表面処理（コーティング処理等）が施されてい
る。　　　　　　　　　
　また、突起部１５Ａ１と位置決め先端部１５Ａ２は、同じ材料により一体的に形成され
てもよいし、別の材料により個々に形成した後に接着してもよい。
【００４６】
　嵌通孔１５Ｂは、メンテナンスユニット１６Ｃの収納時に、突起部材１５Ａを嵌入する
もので、突起部材１５Ａの直径より大きく開口されている。このため、多少の位置ずれが
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あっても嵌入することができる。
【００４７】
　位置決め穴１５Ｃは、底部が円錐面に形成され、メンテナンス時に突起部材１５Ａと当
接する。円錐面は、同様に鏡面処理等、摩擦抵抗を少なくする表面処理が施される。
【００４８】
　尚、位置決め穴１５Ｃ及び突起部材１５Ａが当接した、即ち、円錐面内に位置決め先端
部１５Ａ２が入り込んだ状態がメンテナンスユニット１６Ｃと記録ヘッド１３（ノズル面
）との距離を決めているため、それぞれに摩耗等経時的な変化が少ない材料を用いること
が望ましい。
【００４９】
　矯正機構１７は、図３及び図４に示すように、プラテン外装フレーム５２に設けられた
弾性保持部材１７Ａと、サイドフレーム１６Ｂ１に設けられた受け部材１７Ｂとで構成さ
れている。
【００５０】
　弾性保持部材１７Ａは、図８に示すように、円柱形状のピン１７Ａ２と、ピン１７Ａ２
の外周に嵌装されたコイルバネ１７Ａ１とで構成される。ピン１７Ａ２の上端は面取りさ
れて、テーパー面を有している。
【００５１】
　さらに、プラテン外装フレーム５２に固定（又は嵌合）されるピン１７Ａ２の接続部分
及びその周囲は、その外周より一段低くなる外周面５２Ａが溝加工される。
【００５２】
　受け部材１７Ｂの当接面には、弾性保持部材１７Ａのピン１７Ａ２が嵌入可能な径を有
するガイド穴１７Ｂ１が開口されている。
【００５３】
　次に、図９乃至図１１は、本実施形態の画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置
決め機構におけるメンテナンス動作について説明するための図である。
【００５４】
　まず、前述した図２は通常の画像記録位置を示している。この位置の時には、メンテナ
ンスユニット１６Ｃ（１６Ｃ－Ｋ、１６Ｃ－Ｃ、１６Ｃ－Ｍ、１６Ｃ－Ｙ）は、図５に示
すラインヘッド２１（２１Ｋ～２１Ｙ）間のスペースＳに退避している。この状態から、
ユーザが図示しない画像記録装置の操作パネルでメンテナンスを実行するように指示した
場合、又は予め設定された処理枚数や処理時間累計値に達した場合に、メンテナンス動作
が開始される。
【００５５】
　画像記録位置から図９に示すように、上下移動機構１９のアーム１９Ａが回動してアー
ム先端部１９Ｂが下がる。これに伴い、搬送機構１８（プラテン外装フレーム５２）及び
メンテナンス機構１６（サイドフレーム１６Ｂ１）が下降する。この時、搬送機構１８は
、メンテナンス機構１６を載置して下降する。この下降は、メンテナンスユニット１６Ｃ
が記録ヘッド１３のインク吐出面より僅かに下がった位置において一旦停止する。
【００５６】
　次に、図１０示すように、メンテナンスユニット支持部材１６Ａが図示しないＸ軸方向
（副走査方向）に駆動させるＸ軸方向駆動機構により、搬送方向の上流側に移動され、メ
ンテナンスユニット１６Ｃが記録ヘッド１３のインク吐出面と対向する位置で停止される
。
【００５７】
　次に、図１１に示すように、上下移動機構１９のアーム１９Ａを回動してアーム先端部
１９Ｂにより搬送機構１８（プラテン外装フレーム５２）及びメンテナンス機構１６（サ
イドフレーム１６Ｂ１）を上昇する。この時、搬送機構１８は、メンテナンス機構１６を
載置して上昇する。この上昇は、メンテナンスユニット１６Ｃのワイパー３１Ｂのみが記
録ヘッド１３のノズル面１３Ｃに当接する位置で停止する（メンテナンス位置）。
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【００５８】
　搬送機構１８がメンテナンス機構１６を載置して上昇する際、搬送機構１８のプラテン
外装フレーム５２に設けられた弾性保持部１７Ａのピン１７Ａ２がメンテナンス機構１６
のサイドフレーム１６Ｂ１に設けられた受け部材１７Ｂのガイド穴１７Ｂ１に嵌入される
。この際、ピン１７Ａ２にテーパー面を設けたことにより、ガイド穴１７Ｂ１に対して多
少の位置ずれがあっても当接位置を補正しながら適正な位置に嵌入することができる。
【００５９】
　コイルバネ１７Ａ１の上端面は、受け部材１７Ｂに当接し、コイルバネ１７Ａ１の反発
力によって、メンテナンス機構１６は３箇所で弾性的に支持される。そして、メンテナン
ス機構５は弾性力（バネの反発力）を要した状態で上昇される。
【００６０】
　尚、ピン１７Ａ２の接続部分及びその周辺が、溝加工（外周面５２Ａ）されていること
により、受け部材１７Ｂに弾性保持部材１７Ａが当接した際に、コイルバネの外形をガイ
ドして縮む際のバネ底部の位置ずれを無くし、その位置ずれによる不自然な縮み形状によ
る弾性力の偏り等を防止している。
【００６１】
　また、メンテナンス機構１６のメンテナンスユニット支持部材１６Ａに設けられた突起
部材１５Ａの位置決め先端部１５Ａ２は、画像記録部１２の記録ヘッド支持部材１４に設
けた底部が円錐面の位置決め穴１５Ｃに入り当接する。位置決め穴１５Ｃ及び位置決め先
端部１５Ａ２は、前述した構成を成していることから、位置決め先端部１５Ａ２が位置決
め穴１５Ｃを摺動することで、多少の位置ずれがあっても当接位置を補正しながら嵌入す
ることができ、記録ヘッド１３のノズル面とメンテナンスユニットのメンテナンス吸引部
１６Ｃ２等との間隔が適正になるように位置決めされる。この時、位置決め先端部の中心
と位置決め穴の中心とは、前記記録媒体の記録面に対する垂直方向で一致している。そし
て、コイルバネ１７Ａ１の反発力により、メンテナンスユニットのメンテメンテナンス吸
引部１６Ｃ２が記録ヘッド１３のノズル面に適正に押し付けられた状態となっている。
【００６２】
　例えば、上下移動機構１９のアーム１９Ａの調整残差又は、図示しない駆動伝達部材の
変形等により、アーム１９Ａのアーム先端部１９Ｂの高さが変化した場合、搬送機構１８
（プラテン外装フレーム５２）の高さが均一でなくなる。即ち適正に設定された記録媒体
の記録面方向に高さの差が生じる。例えば、搬送方向における上流側のアーム１９Ａが高
くなり、下流側のアーム１９Ａが低くなるような高さの差（記録面の傾き）が生じた場合
を想定する。
【００６３】
　このような状態において、本実施形態では、メンテナンス時にメンテナンス機構１６が
搬送機構１８（プラテン外装フレーム５２）に載置されて上昇し、先に搬送方向上流側に
おける突起部材１５Ａが位置決め穴１５Ｃの円錐面に当接する。引き続き、搬送機構１８
（プラテンフレーム５２）を上昇させると、上流側のコイルバネ１７Ａ１が縮み、順次、
下流側の突起部材１５Ａが位置決め穴１５Ｃの円錐面に当接する。
【００６４】
　従って、搬送機構１８（プラテン外装フレーム５２）に傾き（アーム先端部１９Ｂにお
ける高さ差）が生じていたとしても、突起部材１５Ａが位置決め穴１５ＣをＺ軸方向に押
しつける際、コイルバネ１７Ａ１の弾性力により適正な位置決めが可能となる。
【００６５】
　このようにメンテナンスユニット１６Ｃと記録ヘッド１３が位置決めされたら、メンテ
ナンス処理を行う。メンテナンス吸引部１６Ｃ２は、図示しないＹ軸方向駆動機構により
Ｙ軸方向（主走査方向）に駆動される。この時、インク吸引部３１のワイパー３１Ｂが記
録ヘッド１３のノズル面を払拭しつつ（ワイビングメンテナンス）、負圧生成部により吸
引動作している吸引口３１ａがノズル１３Ａに残留するインクを吸引して（吸引メンテナ
ンス）、図示しない廃液タンクに回収する。この際に飛散したインクは、オイルパン１６
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Ｃ１により回収されて、図示しない廃液タンクヘ送られている。
【００６６】
　また、メンテナンス位置から画像記録位置にメンテナンス機構１６を退避収納させる際
は、突起部材１５Ａを記録ヘッド支持部材１４に設けられた位置決め穴１５Ｃから搬送方
向に一定距離だけ離れた突起部材１５Ａより直径の大きい嵌通孔１５Ｂに嵌入させる。尚
、一定の距離とは、メンテナンスユニット支持部材１６Ａが、Ｘ軸方向駆動機構によりメ
ンテナンス位置からＸ方向に退避してラインヘッド間のスペースＳまで移動する距離と等
しい距離である。この位置で搬送機構が上昇しても突起部材は、嵌通孔に挿入されている
ため搬送機構の上昇を妨げないようにすることができる。
【００６７】
　尚、本実施形態では、案内機構１５と矯正機構１７とが、同一のＺ軸上（記録媒体の記
録面に対して垂直方向）に重なるように配置されている。即ち、当接する突起部材１５Ａ
の中心、位置決め穴１５Ｃの中心及び、ガイド穴１７Ｂ１の中心がＺ軸方向（記録媒体の
記録面に対して垂直方向）に一致して重なるように配置しているが、勿論、このような配
置に限定されるものではない。
【００６８】
　次に、本実施形態における変形例について説明する。
【００６９】
　前述した実施形態では、ピンとコイルバネとで構成された弾性保持部材によりメンテナ
ンス機構を弾性的に支持している。
【００７０】
　本変形例では、図１２に示すように弾性保持部材として板ばね１７Ａ３を用いた構成で
ある。この板ばね１７Ａ３は、Ｕ字型に折り曲げられて２面の平面部分と屈曲部を有する
形状となっている。板ばね１７Ａ３を横に倒して、下面には、少なくとも２つのビス穴を
開口して、ビス６１によりプラテン外装フレーム５２にネジ止め固定する。また、板ばね
１７Ａ３の上面には、切欠部６２が設けられている。これは、板ばね１７Ａ３の上面が当
接するサイドフレーム１６Ｂ１に、板バネ上面の外形をガイドする凹部（図示せず、）又
は、切欠部６２に嵌入する突起部（図示せず）を設けて、メンテナンスユニット１６Ｃの
位置決めを行うように構成する。
【００７１】
　この構成において、搬送機構１８（プラテン外装フレーム５２）が上下移動機構１９に
より上昇され、板ばね１７Ａ３がメンテナンス機構１６のサイドフレーム１６Ｂ１に当接
する。さらにプラテン外装フレーム５２を上昇させると、板ばね１７Ａ３が撓んだ状態で
サイドフレーム１６Ｂ１を持ち上げて、弾性的に支持した状態となる。
【００７２】
　この板ばね１７Ａ３を用いることにより、前述した実施形態における弾性保持部材と同
等の作用効果を得ることができる。従って、板ばねは、ピンとコイルバネとで構成された
弾性保持部材よりも簡易な構成であり、コストを下げ、作業効率もよくなる。
【００７３】
　尚、前述した実施形態及び変形例においては、弾性保持部材についてコイルバネ及び板
バネを例としているが、これらに限らず、他にも、エアーダンパー、オイルダンパー、磁
気バネ等の弾性支持可能で適切な反発力を有するものならば、使用することができる。ま
た、これらは、単体で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。
【００７４】
　また突起部材の位置決め先端部及び位置決め穴の底面は必ずしも半球形状及び円錐面に
限定されるものではない。他の形状でも良い。例えば、位置決め先端部が円錐形状であり
、位置決め穴は、位置決めピンの径よりも小径の真円の嵌通孔であってもよい。
【００７５】
　また突起部材１９Ａをメンテナンス機構１６に設け、嵌通孔１５Ｂ及び位置決め穴１５
Ｃを記録ヘッド支持部材１４に設けたが、これに限らず、突起部材１９Ａを記録ヘッド支



(11) JP 4964474 B2 2012.6.27

10

20

30

40

持部材１４に設け、嵌通孔１５Ｂ及び位置決め穴１５Ｃをメンテナンス機構１６に設けて
もよい。
【００７６】
　また突起部材が３箇所に設けられた例について説明したが、この例において、搬送機構
及びメンテナンス機構のＸ，Ｙ軸方向（記録媒体の面方向又は画像記録面）の重心位置は
、３箇所を結ぶ三角形内にあることが望ましい。
【００７７】
　以上説明したように、本実施形態及びこの変形例によれば、搬送機構を昇降させる上下
移動機構を用いてメンテナンス機構を昇降させる際に、傾きが生じていても、メンテナン
ス機構を最適な位置に載置し、さらに配列された各記録ヘッドに対して、相対的に精度良
くメンテナンスユニットを宛がうように位置決めを行い、且つ弾性力により高さ精度の差
を解消して予め設定された最適にメンテナンス位置に移動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構と画像記録装置
との関係を示すブロック構成図である。
【図２】本発明の画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構が適用される画
像記録装置の配置図である。
【図３】本発明の画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構の実施形態であ
るメンテナンス機構の位置決め機構の外観構成を斜め上方から見た斜視図である
【図４】図３に示す画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構の各構成部位
に分離した状態を示す分解斜視図。
【図５】画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構における画像記録部を吐
出面側から見た外観構成を示す図である。
【図６】画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構における記録ヘッドの外
観構成を示す図である。
【図７】画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構におけるメンテナンス機
構の一部構成を示す図である。
【図８】画像記録装置が備えるメンテナンス機構の位置決め機構における弾性保持部材の
外観構成を示す斜視図である。
【図９】画像記録装置のメンテナン動作開始状態を示す図である。
【図１０】画像記録装置のメンテナンス位置へ移動過程を示す図である。
【図１１】画像記録装置のメンテナンス位置を示す図である。
【図１２】変形例における弾性保持部材の外観構成を示す斜視図である。
【図１３】従来の画像記録装置に搭載されるメンテナンス装置の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１…画像記録装置、２…記録媒体供給機構、３…制御部、３Ａ…ノズル、３Ｂ…ノズル
列、３Ｃ…ノズル面、３Ｄ…ノズル形成領域（又はインク吐出面）、４…記録媒体収容機
構１１…メンテナンス機構の位置決め機構、１２…画像記録部、１３…記録ヘッド、１４
…記録ヘッド支持部材、１５…案内機構、１５Ａ…突起部、１５Ｂ…嵌通孔、１５Ｃ…位
置決め穴、１６…メンテナンス機構、１６Ａ…メンテナンスユニット支持部材、１６Ｂ…
メンテナンス機構用フレーム、１６Ｃ（１６Ｃ－Ｋ、１６Ｃ－Ｃ、１６Ｃ－Ｍ、１６Ｃ－
Ｙ）…メンテナンスユニット、１７…矯正機構、１７Ａ…弾性保持部材、１７Ｂ…受け部
材、１８…搬送機構、１９…上下移動機構、１９Ａ…アーム、１９Ｂ…アーム先端部、２
１（２１Ｋ、２１Ｃ、２１Ｍ、２１Ｙ）…ラインヘッド（又は記録ヘッド群）、Ｓ…スペ
ース。
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